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１．税金の種類について

・税金には納める先によって
国税、県税、市町村税に分類されています。

税金の種類 主な税目 相談先

国 税 所得税、消費税 税務署

県 税 県民税、自動車税 県税事務所

市町村税 市町村民税、軽自動車税 市役所、町（村）役場

県民税と市町村民税を合わせて住民税といいます。

イータ君



２．所得税とは

・所得税は個人の所得に対してかかる税金
納める税金の額は１年間の課税所得金額に税率を乗じて計算します。



２．所得税とは

収入金額、所得金額、課税所得金額とは？
⇒ 収入金額

個人が１年間に稼いだ金額（いわゆる年収）
⇒ 所得金額

収入から経費などを差し引いた金額（いわゆる儲け）
※給与の場合は収入金額によって差し引かれる金額が
決まっています

⇒ 課税所得金額
総所得から医療費控除や基礎控除などを差し引いた金額



３．所得税と住民税の違い

所得税の税率について

※所得に応じて段階的に税率が上昇「超過累進税率」



３．所得税と住民税の違い

住民税の税率について

※所得にかかわらず税率が一定



３．所得税と住民税の違い

所得税
・申告納税方式
⇒納税者が自分でその所得金額や納付するべき金額を正しく
計算し、それに基づき確定申告を行い納税する
※給与所得者には「源泉徴収制度」があり、給与の支払者が
給与を支払う際に所得税を天引きし、年末調整により年間の
給与について納めなければならない税額と天引きされた税額
との過不足が調整される



３．所得税と住民税の違い

住民税
・賦課徴収方式
⇒市町村が納めるべき金額を計算し、納税義務者に通知
特別徴収・・・納税義務者＝給与支払者
普通徴収・・・納税義務者＝収入が給与以外の者

※市町村が適正な所得計算や税額計算を行うための課税資料
として、住民税の申告書を提出（確定申告書を提出した者や
年末調整を受けた者は住民税の申告書を提出したとみなされ
ます）



４．税金の計算

所得控除（所得金額から差し引かれる控除）
★雑損控除、★医療費控除、 ★寄附金控除、社会保険料控除、
生命保険控除、地震険料控除、配偶者（特別）控除、扶養控除、
障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、小規模
企業共済等掛金控除、基礎控除 （★は確定申告でないと受けられない控除）

※減税になる金額 控除額×税率

税額控除（所得税額から差し引かれる控除）
配当控除、住宅借入金等特別控除、政党等寄附金特別控除 など
※住宅借入金等特別控除の１年目は確定申告が必要です

※減税になる金額＝控除額
●寄附金控除は住民税では税額控除です



令和６年分まで

５．令和８年度の税制改正

× 税率 ＝

給
与
の
収
入
金
額

給与所得
控除

給与所得
の金額

所得控除

課税
所得金額 所得税額

（源泉徴収税額）1,030,000 円

480,000 円

基礎控除
480,000円

0 円

給与所得控除
550,000円

課税所得金額が０円のため、
所得税額は０円となります

103.1万円以上は課税所得金
額が発生し所得税がかかります

※実際は千円未満切り捨てなので1,030,999円までは
課税所得金額は０円になります。

103万円
の壁



令和７年分

５．令和８年度の税制改正

× 税率 ＝

給
与
の
収
入
金
額

給与所得
控除

給与所得
の金額

所得控除

課税
所得金額 所得税額

（源泉徴収税額）1,600,000 円

950,000 円

基礎控除
950,000円

0 円

給与所得控除
650,000円

課税所得金額が０円のため、
所得税額は０円となります

１60.1万円以上は課税所得金
額が発生し所得税がかかります

※実際は千円未満切り捨てなので1,600,999円までは
課税所得金額は０円になります。

160万円
の壁



令和８年分から

５．令和８年度の税制改正

× 税率 ＝

給
与
の
収
入
金
額

給与所得
控除

給与所得
の金額

所得控除

課税
所得金額 所得税額

（源泉徴収税額）1,780,000 円

1,040,000円

基礎控除
1,040,000円

0 円

給与所得控除
740,000円

課税所得金額が０円のため、
所得税額は０円となります

１78.1万円以上は課税所得金
額が発生し所得税がかかります

※実際は千円未満切り捨てなので1,780,999円までは
課税所得金額は０円になります。

178万円
の壁



令和８年分から
基礎控除が見直しされました

５．令和８年度の税制改正

【基礎控除】

※令和６年分 令和７年分

132万円以下

（200万3,944円以下）

132万円超 336万円以下

（200万3,944円超 475万1,999円以下）

336万円超 489万円以下

（475万1,999円超 665万5,556円以下）

489万円超 655万円以下

（665万5,556円超 850万円以下）

655万円超 2,350万円以下

（850万円超 2,545万円以下）

※令和２年分～令和６年分まで（令和１年分以前は所得制限なく一律38万円）

95万円

88万円

68万円

63万円

58万円

67万円

62万円

48万円

合計所得金額
（収入が給与だけの場合の収入金額）

令和８年分
改正前

104万円



令和８年分から
給与所得控除が見直しされました

（注）最低保障額74万円は令和８年分と令和９年分のみ
の措置です

５．令和８年度の税制改正

令和６年分 令和７年分 令和８年分

162万5,000円以下 55万円

162万5,000円超 180万円以下 収入金額×40％－10万円

180万円超 190万円以下 収入金額×30％＋８万円

65万円 74万円

給与所得控除
給与の収入金額



令和７年分から
扶養親族等の所得要件が改正されました

６．令和７年度の税制改正（参考）



令和７年分から
特定親族特別控除が創設されました
居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その

特定親族１人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて特定親族特別控除
額が受けられます。

６．令和７年度の税制改正（参考）



令和７年分から
特定親族特別控除が創設されました

６．令和７年度の税制改正（参考）



令和７年分から
特定親族特別控除が創設されました

６．令和７年度の税制改正（参考）



税制改正について

詳しくは、
国税庁ホームページを
ご参照ください。

７．今後の税制改正について





※注（次ページ参照）






